
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一社）釧路市住宅公社 次長 山中 英幹様  【資料提供】（一社）生命保険協会釧路協会様 

令和６年１１月７日に協力事業者、庁内関係課の２３名の皆様にお集まり
いただき、事業実績や見守りの事例についてお話させていただきました。 

・釧路市地域安心ネットワーク事業の実績について 
社会援護課より見守り協力事業者から連絡を受けた見守り事例の報告を行いまし

た。令和５年度は皆さまのご協力により３０件もの通報が、安否確認に繋がりました。 
 
・見守り事例紹介 
協力事業者である一般財団法人釧路市住宅公社 次長 山中 英幹様より独自に行

っている安否確認への取り組みについて事例をお話いただきました。また一般社団法
人生命保険協会釧路協会様より独自に配布している見守り活動のチラシについて資料
提供がありご紹介させていただきました。 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回いただきましたご意見は、今後の地域安心ネットワークの推進に役立て

ていきたいと思います。また、本会議については、当該事業の状況報告、情

報交換等を行う場として定期的に開催させていただきますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

釧路市福祉部介護高齢課 主事 北谷 一貴 

・講演「見守りを含む高齢者福祉サービスについて」 
釧路市福祉部介護高齢課より、釧路市が実施している「見守りを含む高齢者福祉サー

ビスについて」お話しいただきました。 
 

実績報告内でもお話ししましたが、事前アンケートでいただいておりましたご質問に
つきまして、改めて回答を掲載させていただきます。 
 
・「緊急先等に連絡するタイミングを聞きたい」 
 基本的には「何かがおかしい」と思った際は、どんな些細な事でも市に通報いただく
ようお願いいたします。既に死亡していたケースや入院中等の不在等、救急搬送が必要
な場合等、様々なケースが考えられます。 
特に家の中で倒れていて、窓から倒れている姿が確認できる場合は、まずは人命優先

で救急・警察への通報をお願いいたします。 
 
これから冬に向かう時期は例年通報が増加する傾向にあります。釧路市地域安心ネッ

トワークについては土日祝日についても当番職員がおりますので「何かがおかしい」と
感じた際は、速やかに通報いただけるようご協力よろしくお願いいたします。 
 
 その他、この事業の関係でご不明なことや通報についてのお悩み事がございましたら、
市役所社会援護課（0154-31-5231）へご連絡ください。 
 


